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保
険
に
最
長
２
年
間
継
続
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
勤
務
先
に
確
認
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
家
族
の
健
康
保
険

　

詳
し
く
は
家
族
の
勤
務
先
に
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険

　

市
民
課
（
市
役
所
本
庁
舎
1
階
）

や
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
市
民

窓
口
担
当
、
鳴
子
総
合
支
所
鬼
首

出
張
所
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

就
学
や
就
職
な
ど
で
国
民
健
康

保
険
（
国
保
）
の
届
け
出
が
必
要
に

な
っ
た
時
は
、
14
日
以
内
に
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
保
険
証

の
無
い
期
間
が
発
生
し
て
医
療
費

が
全
額
自
己
負
担
と
な
っ
た
り
、

医
療
費
の
返
還
を
求
め
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
民
健
康

保
険
税
と
社
会
保
険
料
な
ど
の
二

重
納
付
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
国
保
に
加
入
す
る
場
合
も
、

や
め
る
場
合
も
、
必
ず
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

離
職
し
た
人
は
健
康
保
険
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

　

退
職
な
ど
で
勤
務
先
の
健
康
保

険
を
や
め
た
人
は
、
い
ず
れ
か
の

公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
く
だ

さ
い
。

■
任
意
継
続
被
保
険
者
制
度

　

社
会
保
険
な
ど
に
２
カ
月
以
上

継
続
し
て
加
入
し
て
い
た
人
は
、

資
格
喪
失
後
20
日
以
内
に
届
け
出

る
こ
と
で
、
加
入
し
て
い
た
健
康

 

保
険
給
付
課
国
民
健
康
保
険
担
当　
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国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は
、
14
日
以
内
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

　

3
月
1
日
か
ら
7
日
ま
で
は
、

「
子
ど
も
予
防
接
種
週
間
」
で
す
。

　

感
染
症
は
、
新
し
く
集
団
生
活

が
始
ま
る
春
先
に
流
行
し
ま
す
。

入
学
や
入
園
な
ど
で
集
団
生
活
が

始
ま
る
前
に
、
受
け
て
い
な
い
予

防
接
種
を
確
認
し
て
、
接
種
を
受

け
ま
し
ょ
う
。

　

予
防
接
種
を
希
望
す
る
場
合

は
、
事
前
に
実
施
医
療
機
関
に
予

約
を
し
て
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。

 

健
康
推
進
課
母
子
保
健
担
当　
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子
ど
も
予
防
接
種
週
間
に
、受
け
て
い
な
い
予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う

届け出が必要な場合

事例 必要なもの

国
保
に
加
入
す
る
と
き

勤務先の健康保険
をやめた

資格喪失連絡票、社保離脱証
明書、世帯主と国保に加入する
人の個人番号カード

他市町村から転入 転出先からの転出証明書

子どもが生まれた 母子健康手帳、出生証明書

生活保護が廃止
生活保護廃止通知書、世帯主と
国保に加入する人の個人番号
カード

国
保
を
や
め
る
と
き

勤務先の健康保険
に加入

国保被保険者証、勤務先の健
康保険証、世帯主と国保をやめ
る人の個人番号カード

他市町村へ転出 国保被保険者証

亡くなった
国保被保険者証、死亡診断書ま
たは死亡証明書

生活保護が開始
国保被保険者証、生活保護決
定通知書、世帯主と国保をやめ
る人の個人番号カード

そ
の
他

就学で他市町村に
転出

国保被保険者証、在学証明書や
合格通知など

住所・氏名変更
世帯主と国保被保険証を再発
行する人の個人番号カード

世帯分離・合併

紛失などで再発行

子ども予防接種週間の実施医療機関と実施日程

地域 実施医療機関名 電話番号
1
日


2
日


3
日


4
日


6
日


7
日


古川

秋山内科医院 28-1909 午前 ○ ○ 午前 ○ ○

ありま小児科医院 22-7070 ○ 午前 ○ 午前 ○ ○

鎌田内科クリニック 24-1700 ○ 午前 ○ 午前 ○ ○

高橋医院 22-0791 ○ 午前 ○ 午前 ○ ○

千葉医院 22-3228 ー ○ ー 午前 ー ー

冨樫クリニック 23-4456 ○ ○ ○ 午前 ○ ○

まつうら内科小児科
クリニック

23-5677 ○ ○ ○ ○ ○ ○

穂波の郷クリニック 24-3880 ○ 午前 ○ 午前 ○ 午前

片倉病院 22-0016 ○ ○ ○ 午前 ○ ○

佐藤病院 22-0207 ○ ○ ○ 午前 ○ ○

古川民主病院 23-5521 ー ー ー ー ー 午後

松山
わたなべ産婦人科  
内科・小児科

55-3535 ー ○ ○ 午前 ○ ○

三本木
岩渕胃腸科内科医院 52-6211 ー ○ ○ ー ○ ○

近江医院 52-3057 ○ ○ ○ 午前 ○ ○

鹿島台
佐久間内科医院 56-3700 午後 ー 午後 ー 午後 午後

渡辺外科胃腸科医院 56-5211 ○ ○ ○ 午前 ○ ○

岩出山 高橋医院 72-1005 午後 午後 午後 ー ー ー

鳴子温泉
佐藤医院 82-2656 ー ○ ○ 午前 ○ ○

遊佐クリニック 81-1133 ○ 午前 ○ 午前 ○ ○

田尻 市民病院田尻診療所 38-1152 ー ー ー ー 午後 ー

○：午前・午後どちらも実施　午前：午前のみ実施　午後：午後のみ実施

　

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制

度
は
、
医
療
と
介
護
を
利
用
す
る

世
帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で

す
。
年
間
の
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
自
己
負
担
額
が
限
度
額
を
超

え
た
場
合
に
支
給
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
と
後
期
高
齢
者
医
療
の
利

用
世
帯
に
は
、
３
月
下
旬
こ
ろ
に

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。
社
会
保

険
の
人
は
、
健
康
保
険
証
の
発
行

元
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
対
象
世
帯

　

医
療
保
険
上
の
世
帯
（
＝
世
帯

内
の
国
保
の
加
入
者
）
で
、
8
月
か

ら
翌
年
7
月
ま
で
の
1
年
間
に
支

払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

自
己
負
担
額
を
合
算
し
、
別
表
の

限
度
額
を
超
え
る
世
帯

■
支
給
金
額

　

対
象
世
帯
の
被
保
険
者
全
員

が
、
8
月
か
ら
翌
年
7
月
ま
で
の

1
年
間
に
支
払
っ
た
医
療
保
険
と

介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
を
合
算

し
、
別
表
の
限
度
額
を
超
え
る
額

■
合
算
す
る
自
己
負
担
額

　

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己

負
担
額
か
ら
高
額
療
養
費
や
高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
除
い
た
金
額

※
基
準
日
（
7
月
31
日
）
に
加
入
し

　

て
い
る
医
療
保
険
ご
と
に
合
算

　

し
ま
す
。

※
70
歳
未
満
は
、
1
カ
月
あ
た
り

　

2
万
1
0
0
0
円
以
上
（
病
院

　

別
、
入
院
・
外
来
別
）
の
自
己
負

　

担
の
み
が
対
象
で
す
。

※
入
院
時
の
食
事
代
や
保
険
診
療

　

外
の
負
担
は
対
象
外
で
す
。
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高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
で
、
高
額
な
医

療
と
介
護
の
負
担
を
軽
減
し
ま
す

　

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
自
分

が
生
ま
れ
育
っ
た
「
ふ
る
さ
と
」

に
貢
献
し
た
い
、
自
分
と
の
関
わ

り
が
深
い
地
域
を
応
援
し
た
い
と

い
っ
た
気
持
ち
を
形
に
す
る
制
度

で
す
。

　

平
成
28
年
は
、
澤
口
希き

能よ
し

さ

ん
（
大
阪
府
茨
木
市
在
住
）
か
ら

1
0
0
0
万
円
、
髙
橋
直な

お

典の
り

さ
ん

（
仙
台
市
在
住
）か
ら
2
0
0
万
円

を
は
じ
め
、
全
国
の
皆
さ
ん
か
ら

約
1
万
3
3
0
0
件
、
総
額
で

2
億
6
0
0
0
万
円
を
超
え
る
多

額
の
ふ
る
さ
と
納
税
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

全
国
の
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い

た
ふ
る
さ
と
納
税
は
、
指
定
さ
れ

た
使
い
道
に
沿
っ
て
、
市
の
さ
ら

な
る
発
展
の
た
め
に
有
効
に
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ん

の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
今

後
も
よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

 

政
策
課
行
政
改
革
担
当　
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ふ
る
さ
と
納
税
で
、
全
国
の
皆
さ
ん
か
ら
あ
た

た
か
い
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た

所得状況に応じた　　
自己負担限度額（別表）

■国保で70歳未満の人

医療保険上の世帯 限度額

総
所
得
金
額
な
ど

901万円超 212万円

600万円超
901万円以下

141万円

210万円超
600万円以下

67万円

210万円以下 60万円

住民税非課税 34万円

■国保で70歳～74歳、
　後期高齢者医療の人

医療保険上の世帯 限度額

課税所得が
145万円以上

67万円

課税所得が
145万円未満

56万円

住民税非課税 31万円

住民税非課税
（所得が一定以下）

19万円

個人番号カードは、個人番号通知カードでも手続
きが可能です。

就職・退職など、勤務先の変更で手続きをする場合
は、年金手帳も持参してください。

届け出ができる人は、本人と同一世帯の人です。同
一世帯以外の人が届け出をする場合は、本人から
の委任状が必要です。

届け出に来た人の本人確認を行います。運転免許
証などを持参してください。

ふ
る
さ
と
納
税
の
使
い
道


明
日
の
大
崎
市
を
担
う
人
材
育

　
成
の
た
め
の
事
業

　

子
育
て
支
援
、
幼
児
教
育
の
充

実
、
小
・
中
学
校
の
教
育
環
境
の
整

備
な
ど


お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ

　
ん
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
の

　
事
業

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
地
域

医
療
の
充
実
、
防
災
・
防
犯
対
策
な

ど
活
力
あ
る
大
崎
市
を
つ
く
る
た

　
め
の
事
業

　

産
業
振
興
、
観
光
P
R
、
都
市
基

盤
の
整
備
、
移
住
・
定
住
の
促
進
な

ど
大
崎
市
の
宝
を
次
世
代
に
継
承

　
す
る
た
め
の
事
業

　

鳴
子
峡
や
蕪
栗
沼
な
ど
の
環
境

保
全
、
伝
統
・
文
化
の
継
承
な
ど


ふ
る
さ
と
大
崎
市
応
援
の
た
め

　
の
事
業

　

市
長
が
使
途
を
決
定


そ
の
他
使
途
指
定

　

寄
附
者
が
具
体
的
な
使
途
を
指

定

 


